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○
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
十
九
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十

五
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
日
本
薬
局
方
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
六
月
二
十
八
日

厚
生
労
働
大
臣

根
本

匠

日
本
薬
局
方
（
平
成
二
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
「
次
の
よ
う
」
は
省
略
し
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
日
本
薬
局
方
（
附
則
第
二
項
に
お
い
て
「
新
薬
局
方
」

と
い
う
。
）
の
全
文
を
厚
生
労
働
省
医
薬
・
生
活
衛
生
局
医
薬
品
審
査
管
理
課
及
び
地
方
厚
生
局
並
び
に
都
道
府
県
庁

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

附

則

（
適
用
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
令
和
元
年
六
月
二
十
八
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
日
本
薬
局
方
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
薬
局
方
」
と
い
う
。
）
に
収
め
ら
れ
て

い
た
医
薬
品
（
新
薬
局
方
に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
令
和
元
年
六
月
二
十
八
日
に
お
い
て
現
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に
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四

十
五
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
て
い
る
も
の
（
同
年
六
月
二
十
七
日
に
お
い
て
、
医
薬
品

、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
製
造

販
売
の
承
認
を
要
し
な
い
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
医
薬
品
等
（
平
成
六
年
厚
生
省
告
示
第
百
四
号

）
に
よ
り
製
造
販
売
の
承
認
を
要
し
な
い
医
薬
品
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
（
以
下
「
承
認
を
要
し
な
い
医

薬
品
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
令
和
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
旧
薬
局
方
で
定
め
る
基
準

（
当
該
医
薬
品
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
は
新
薬
局
方
で
定
め
る
基
準
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
新

薬
局
方
に
収
め
ら
れ
て
い
る
医
薬
品
（
旧
薬
局
方
に
収
め
ら
れ
て
い
た
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
令
和
元
年
六
月

二
十
八
日
に
お
い
て
現
に
同
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
て
い
る
医
薬
品
（
承
認
を
要
し
な
い
医
薬
品
を
含
む
。

）
に
つ
い
て
は
、
令
和
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
新
薬
局
方
に
収
め
ら
れ
て
い
な
い
医
薬
品
と
み
な
す
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
国
立
感
染
症
研
究
所
製
品
交
付
規
程
の
一
部
改
正
）

３

国
立
感
染
症
研
究
所
製
品
交
付
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
厚
生
省
告
示
第
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
の
見
出
し
中
「
第
三
条
関
係
」
を
「
第
二
条
及
び
第
三
条
関
係
」
に
改
め
、
同
表
中

ア
ジ
ス
ロ
マ
イ
シ

ン
標
準
品

１
本

（1
0
0
m
g

）

3
9
,
4
0
0
円

、
ア
ン
ピ
シ
リ
ン
標
準
品
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１
本

（1
0
0
m
g

）

3
9
,
4
0
0
円

、

セ
フ
ァ
ゾ
リ
ン
標
準
品

１
本

（1
0
0
m
g

）

3
9
,
4
0
0
円

、

セ
フ
メ
タ
ゾ

ール
標
準
品

１
本

（1
0
0
m
g

）

3
9
,
4
0
0
円

、

フ
ラ
ジ
オ
マ
イ
シ
ン
硫
酸
塩
標
準
品

１
本

（1
0
0
m
g

）

3
7
,
9
0
0
円

及
び

メ
ロ
ぺ

ネ
ム
標
準
品

１
本

（1
0
0
m
g

）

3
9
,
4
0
0
円

を
削
る
。


